
 

令和７年度「特別警報・警報への対応マニュアル」フローチャート 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中学校･･･臨時休業（休校） 

○ 教育委員会は、中学校長

会長に電話連絡する。 

○ 中学校長会長は、各校長

に電話連絡する。 

○ 教育委員会及び中学校

は、「中学校休校」につ

いて、学校メール配信

サービスによりメール

送信するとともに、防

災行政無線により放送

する。（学校は、電話連

絡等で生徒に周知徹底

する。） 

警報等あり 

中学校･･･昼食をとって登校 

○ 教育委員会は、中学校長

会長に電話連絡する。 

○ 中学校長会長は、各校長

に電話連絡する。 

○ 教育委員会及び中学校

は、「中学校は昼食をと

って登校」について、学

校メール配信サービス

によりメール送信する

とともに、防災行政無線

により放送する。（学校

は、電話連絡等で生徒に

周知徹底する。） 

警報等なし 

警報等あり 警報等なし 

小学校･･･臨時休業（休校） 

中学校･･･自宅待機 

○ 教育委員会は、小・中

学校長会長に電話連絡

する。 

○ 小・中学校長会長は、各

校長に電話連絡する。 

○ 教育委員会は、「小学校

休校」「中学校自宅待

機」について、学校メ

ール配信サービスによ

りメール送信するとと

もに、防災行政無線に

より放送する。（学校

は、電話連絡等で児童

生徒に周知徹底する。） 

○ 教育委員会は、学校給

食共同調理場及び江田

島バスに学校休校の電

話連絡をする。 

警報等あり 警報等なし 

 

外出禁止（自宅待機または学校待機） 

○ 教育委員会は、小・中学校長会長に電話連絡する。 

○ 小・中学校長会長は、各校長に電話連絡する。 

○ 教育委員会は、「外出禁止（自宅待機または学校

待機）」について、学校メール配信サービスによ

りメール送信するとともに、防災行政無線により

放送する。 

○ 学校は、登校していない（自宅待機の）児童生徒

の安全を電話等により確認するとともに、すでに

登校及び登校中の児童生徒の安全確保をする。 

○ 教育委員会は、小・中学校長会長及び学校給食共

同調理場と協議し、対応（校種で同一のもの）を

決定する。 

○ 小・中学校長会長は、各校長に電話連絡する。 

○ 家庭と学校の共通の基本方針を「家を出るときは

警報等を確認し、警報等が出ているときは、児童

生徒を外出（登下校）させない」とする。 

 

６：００ 

当日スタート 

登校時間
までに 

学校待機 

○ 教育委員会は、小・中学校長会長と協議し、

対応（校種で同一のもの）を決定する。 

○ 小・中学校長会長は、各校長に電話連絡す

る。 

○ 学校の基本方針を「警報等が出ているとき

は児童生徒を帰宅させず、学校に待機させ

る」とする。 

警報等なし 警報等あり 

登校後 

協議結果の 

とおり対応 

当日エンド 

協議結果の 

とおり対応 
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Ｎｏ.２ 
令和７年４月２日 
江田島市教育委員会  


